
 

憲政だより 時計塔  

平成 30 年夏季 No.01５ 

- 1 - 
 

「新たな国立公文書館建設に関する基本計画」の策定について 

館内・庭園散歩 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

＜電子基準点（新設）について＞ 

 国会前庭北地区には東京都指定有形文

化財「日本水準原点標庫」があり、この

中に土地の高さ（標高）を決定するため

の基準点となる「日本水準原点」があり

ます(平成 28 年春季 No.005 参照)。 

本年３月、この「日本水準原点」のす

ぐ近くに国土地理院により電子基準点

「東京千代田」が設置され、同月 26 日 

には、観測開始式が行われました。 

[電子基準点観測開始式（平成 30 年 3月 26 日）] 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

電子基準点は人工衛星からの信号を常

時受信し、位置を高い精度で計測するも

のです。都区内には既に３ヵ所設置され

ていましたが、都心（千代田区、中央区、 

港区）では初めて設置されました。 

この電子基準点は、地震などによる

「日本水準原点」の標高の変化を常時モ

ニタリングする役割も担っており、大き

な地殻変動が生じた場合でも、円滑な測 

量が可能になります。 

  [日本水準原点標庫（左）と電子基準点（右奥）] 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 30 年３月 30 日、憲政記念館敷地に新たな国立公文書館及び憲政記念館を整備するに

当たり、施設の整備方針等の基本的な事項を明らかにし、設計等の今後の施設整備のプロセ

スに反映させることを目的として、政府において「新たな国立公文書館建設に関する基本計

画」が策定されました。この基本計画は、４月 10 日、衆議院議院運営委員会新たな国立公

文書館及び憲政記念館に関する小委員会で報告され、妥当なものと認められました。 

写真提供 国土地理院
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［内閣府 HP（http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/shinkan/pdf/keikaku_gaiyo.pdf）より引用］
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国会参観バス駐車場の混雑状況について 

 

 

 憲政記念館のすぐ近くに、国会参観バ

ス駐車場があります。このバス駐車場の

管理は、憲政記念館が行っています。小

中学生をはじめ年間 70 万人を超える多

くの方々が、バスを利用して、衆議院、

参議院あるいは憲政記念館の参観に来て

いただいており、48 台分の駐車スペース

があります。しかしながら、参観が集中

する時間には、バスが駐車場に入りきれ

ず、国会周辺道路の渋滞の原因になって

 

 

います。また、利用者にとっても混雑時

に参観されますと、国会正門付近での記

念撮影やバス駐車場トイレで順番待ちを

しなければならないなど、国会参観に時

間がかかる場合があります。 

 このようなことから、憲政記念館では、

国会参観バス駐車場の利用実態調査など

を行った結果、混雑する時期、曜日、時

間帯にバラツキがあることが分かりまし

た。

（１）時期による変動 

新たな憲政記念館について、「新たな国立公文書館建設に関する基本計画」では、次のように
記載されています。 
◆憲政記念館敷地を含む国会前庭の北側に国立公文書館を、南側に憲政記念館を配置するこ

とを基本とする。 

◆建替えが必要となる憲政記念館については、現状の利便性を維持した上で、現在の建物が有す
る歴史的価値を尊重し、そのビルディングエレメントや単位空間の活用や再築を検討する。 

◆憲政記念館の建替えに当たっては、国会の組織や運営等の紹介、憲政史、憲政功労者の資料
の収集・展示、企画展や特別展等の開催、衆参両院議員に対する講堂・会議室の提供、国会
参観バス駐車場の管理運営といった役割を果たしている現状の憲政記念館の機能を維持すると
ともに、時代の要請に柔軟に対応できる建築物とする。 

◆現憲政記念館については全て取り壊すが、現在の建物が歴史と伝統を有したものであることを踏
まえ、一部部材の活用やイメージの踏襲等を検討する。 

 
 

  
● 新たな憲政記念館について ● 

◆なお、工事期間中、憲政記念館の仮施設は、国会参観バス駐車場北側にある国有地に設置され、
現在の主な機能を維持することとしています。 

［内閣府 HP（http://www8.cao.go.jp/chosei/koubun/shinkan/pdf/keikaku_honbun.pdf）を基に作成］ 
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（２）曜日による変動（10 月中旬から 12 月中旬の平均） 

 

（３）時間による変動（平成 29年 12 月８日） 

 

 比較的混雑していない時期としては、

３月上旬から４月下旬及び７月上旬から

10 月初旬、曜日では月曜日、時間では午

後は、混雑していないということが分か

ります。この混雑していない時期、曜日、

時間帯にお越しいただければ、待ち時間 

も少なくスムーズに参観していただける 

と考えております。 

 国会参観を予定されている方には、是

非とも、この状況をご理解の上、オフ

ピーク化にご協力いただけるよう、よろ 

しくお願いいたします。
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駐車台数の上限 48 台 

［『国会参観バス駐車場の駐車状況及び入庫待ち状況等に係る調査検討業務報告書』（平成 30年 3月）より引用］


